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ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 六 月 三 十 日

石 川 県 規 則 第 二 十 七 号

ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 第 二 節 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 手 続 等

目 次 中 を

第 一 款 方 法 書 の 作 成 等 （ 第 百 四 十 九 条 ー 第 百 五 十 五 条 ） 」

「 第 二 節 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 手 続 等

第 一 款 方 法 書 の 作 成 前 の 手 続 （ 第 百 四 十 八 条 の ニ ー 第 百 四 十 八 条 の 十 二 ） に 、 「 第 百 八 十 一 条 • 第 百 八 十 二 条 」

第 一 款 の 二 方 法 書 の 作 成 等 （ 第 百 四 十 八 条 の 十 三 ー 第 百 五 十 五 条 ） 」

を 「 第 百 八 十 一 条 ー 第 百 八 十 二 条 」 に 改 め る 。

第 百 四 十 八 条 の 見 出 し を 「 （ 第 一 区 分 事 業 及 び 第 二 区 分 事 業 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 規 模 が 大 き く 環 境 影 響 の 程

度 が 著 し い も の と な る お そ れ が あ る も の と し て 規 則 で 定 め る 事 業 （ 以 下 「 第 一 区 分 事 業 」 と い う 。 ） 」 を 「 規 則 で 定 め

る 事 業 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 百 九 十 九 条 第 二 号 の 第 一 区 分 事 業 に 準 ず る 規 模 を 有 す る も の と し て 規 則 で 定 め る

事 業 （ 以 下 「 第 二 区 分 事 業 」 と い う 。 ） 」 を 「 第 百 九 十 九 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 業 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 を 削 る 。

第 三 編 第 三 章 第 二 節 中 第 一 款 を 第 一 款 の 二 と し 、 同 款 の 前 に 次 の 一 款 を 加 え る 。

第 一 款 方 法 書 の 作 成 前 の 手 続

（ 配 慮 書 の 記 載 事 項 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 条 例 第 二 百 一 条 の 三 第 一 項 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 技 術 指 針 に 定 め る も の と す る 。

（ 配 慮 書 の 送 付 等 ）

第 百 四 十 八 条 の 三 条 例 第 二 百 一 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 環 境 影 響 を 受 け る 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 地 域 は 、 事 業 実

施 想 定 区 域 及 び 既 に 入 手 し て い る 情 報 に よ っ て 一 以 上 の 環 境 要 素 に 係 る 環 境 影 響 を 受 け る お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る 地 域 と す る 。

2 条 例 第 二 百 一 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 配 慮 書 等 の 送 付 は 、 別 記 様 式 第 八 十 三 号 の 二 に よ り 行 う も の と す る 。

3 配 慮 書 等 の 送 付 部 数 は 、 知 事 に あ っ て は 五 十 部 、 第 一 区 分 事 業 に 係 る 環 境 影 響 を 受 け る 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る

地 域 を 管 轄 す る 市 町 長 に あ っ て は 当 該 市 町 長 ご と に 五 部 と す る 。 た だ し 、 知 事 又 は 当 該 市 町 長 は 、 必 要 と 認 め る と

き は 、 送 付 部 数 の 変 更 を 指 示 す る こ と が で き る 。

（ 配 慮 書 に つ い て の 公 告 の 方 法 ）

第 百 四 十 八 条 の 四 条 例 第 二 百 一 条 の 五 の 規 定 に よ る 公 告 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 の う ち い ず れ か 二 以 上 の 方 法 に よ り 行

う も の と す る 。

第 一 区 分 事 業 に 係 る 環 境 影 響 を 受 け る 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 地 域 を 管 轄 す る 市 町 （ 以 下 「 配 慮 書 管 轄 市 町 」

（ 潔
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と い う 。 ） の 協 力 を 得 て 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 公 報 又 は 広 報 紙 に 掲 載 す る こ と 。

二 時 事 に 関 す る 事 項 を 掲 載 す る 日 刊 新 聞 紙 へ 掲 載 す る こ と 。

三 配 慮 書 管 轄 市 町 の 協 力 を 得 て 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 住 民 に 印 刷 物 を 配 付 し 、 又 は 回 覧 す る こ と 。

四 配 慮 書 管 轄 市 町 の 協 力 を 得 て 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 庁 舎 又 は 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 区 域 内 の 公 共 機 関 の 掲 示

場 に 掲 示 す る こ と 。

2 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 前 項 の 公 告 を 行 っ た 場 合 は 、 速 や か に 、 当 該 公 告 の 写 し を 添 え て 、 別 記

様 式 第 八 十 三 号 の 三 に よ り 知 事 及 び 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 市 町 長 に 報 告 す る も の と す る 。

（ 配 慮 書 に つ い て 公 告 す る 事 項 ）

第 百 四 十 八 条 の 五 条 例 第 二 百 一 条 の 五 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ）

二 第 一 区 分 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

三 事 業 実 施 想 定 区 域

四 条 例 第 二 百 一 条 の 四 第 一 項 の 第 一 区 分 事 業 に 係 る 環 境 影 響 を 受 け る 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 地 域 の 範 囲

五 配 慮 書 の 縦 覧 の 場 所 、 期 間 及 び 時 間

六 配 慮 書 に つ い て 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら の 意 見 を 書 面 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 旨

七 条 例 第 二 百 一 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 意 見 書 の 提 出 期 限 及 び 提 出 先 そ の 他 意 見 書 の 提 出 に 必 要 な 事 項

（ 配 慮 書 等 の 縦 覧 ）

第 百 四 十 八 条 の 六 条 例 第 二 百 一 条 の 五 の 規 定 に よ り 配 慮 書 等 を 縦 覧 に 供 す る 場 所 は 、 次 に 掲 げ る 場 所 の う ち か ら 、

で き る 限 り 縦 覧 す る 者 の 参 集 の 便 を 考 慮 し て 二 以 上 の 場 所 を 定 め る も の と す る 。

一 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 の 事 務 所

ニ 県 の 庁 舎 そ の 他 の 県 の 施 設

三 配 慮 書 管 轄 市 町 の 協 力 が 得 ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 庁 舎 そ の 他 の 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の

施 設

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 が 利 用 で き る 適 切 な 施 設

2 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 配 慮 書 等 の 縦 覧 期 間 に つ い て 、 年 末 年 始 、 大 型 連 休 等 特 別 の 事 情 が あ る

場 合 に は 当 該 期 間 の 延 長 に つ い て 配 慮 す る も の と す る 。

3 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 配 慮 書 等 の 縦 覧 場 所 に 、 当 該 配 慮 書 等 に つ い て 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら の

意 見 を 有 す る 者 は 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 旨 、 当 該 意 見 を 記 載 す る 意 見 書 の 様 式 、 郵 送 の 場 合 の 意 見 書 の 提 出 先

及 び 配 慮 書 に つ い て の 問 合 せ 先 を 明 示 す る と と も に 、 当 該 意 見 書 の 投 入 箱 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。

（ 配 慮 書 等 の 公 表 ）

第 百 四 十 八 条 の 七 条 例 第 二 百 一 条 の 五 の 規 定 に よ る 配 慮 書 等 の 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 の う ち 適 切 な 方 法 に よ り 行

う も の と す る 。

一 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 の ウ ェ ブ サ イ ト ヘ の 掲 載

ニ 県 の ウ ェ ブ サ イ ト ヘ の 掲 載

三 配 慮 書 管 轄 市 町 の 協 力 が 得 ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の ウ ェ ブ サ イ ト ヘ の 掲 載

（ 配 慮 書 に つ い て の 意 見 書 の 提 出 ）

第 百 四 十 八 条 の 八 条 例 第 二 百 一 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 意 見 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と

す る 。
一 意 見 書 を 提 出 し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の

所 在 地 ）

二 意 見 書 の 提 出 の 対 象 で あ る 配 慮 書 の 名 称

三 配 慮 書 に つ い て の 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら の 意 見

2 前 項 第 三 号 の 意 見 は 、 日 本 語 に よ り 、 意 見 の 理 由 を 含 め て 記 載 す る も の と す る 。

（ 配 慮 書 に つ い て の 知 事 の 意 見 の 提 出 期 間 ）

第 百 四 十 八 条 の 九 条 例 第 二 百 一 条 の 七 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 九 十 日 と す る 。 た だ し 、 同 項 の 意 見 を 述 べ る

た め 実 地 の 調 査 を 行 う 必 要 が あ る 場 合 に お い て 、 積 雪 そ の 他 の 自 然 現 象 に よ り 長 期 間 に わ た り 当 該 実 地 の 調 査 が 著

し く 困 難 で あ る と き は 、 百 二 十 日 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 知 事 が 定 め る 期 間 と す る 。
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知 事 は 、 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 期 間 を 定 め た と き は 、 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 に 対 し 、 遅 滞 な く

そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 第 一 区 分 事 業 の 廃 止 等 の 通 知 及 び 公 告 ）

第 百 四 十 八 条 の 十 条 例 第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 同 項 第 一 号 の 場 合 に あ っ て は 別 記 様 式 第 八 十 三

号 の 四 に よ り 、 同 項 第 二 号 の 場 合 に あ っ て は 別 記 様 式 第 八 十 三 号 の 五 に よ り 、 同 項 第 三 号 の 場 合 に あ っ て は 別 記 様

式 第 八 十 三 号 の 六 に よ り 行 う も の と す る 。

2 第 百 四 十 八 条 の 四 の 規 定 は 、 条 例 第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 告 に つ い て 準 用 す る 。

3 条 例 第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。

一 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ）

二 第 一 区 分 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

三 条 例 第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 旨 及 び 該 当 し た 号

四 条 例 第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 第 三 号 に 該 当 し た 場 合 に あ っ て は 、 引 継 ぎ に よ り 新 た に 第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者 と な っ た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

（ 第 二 区 分 事 業 に 係 る 計 画 段 階 配 慮 事 項 に つ い て の 検 討 の 通 知 ）

第 百 四 十 八 条 の 十 一 条 例 第 二 百 一 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 様 式 第 八 十 三 号 の 七 に よ り 行 う も の と す

る 。

（ 第 二 区 分 事 業 に 係 る 判 定 に 係 る 届 出 等 ）

第 百 四 十 八 条 の 十 二 条 例 第 二 百 一 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 八 十 三 号 の 八 に よ り 行 う も の と す

る 。
条 例 第 二 百 一 条 の 十 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 二 区 分 事 業 に つ い て の 判 定 （ 次 項 に お い て 「 判 定 」 と い う 。 ） は 、 技

術 指 針 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。

3 知 事 は 、 判 定 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 審 議 会 に 意 見 を 聴 く も の と す る 。

4 条 例 第 二 百 一 条 の 十 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 様 式 第 八 十 三 号 の 九 に よ り 行 う も の と す る 。

第 三 編 第 三 章 第 二 節 第 一 款 の 二 中 第 百 四 十 九 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 方 法 書 の 記 載 事 項 ）

第 百 四 十 八 条 の 十 三 条 例 第 二 百 二 条 第 一 項 第 九 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 条 例 第 二 百 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り

配 慮 書 を 作 成 し た 場 合 に お い て は 、 条 例 第 二 百 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域 そ の 他 の 技 術 指 針

で 定 め る 事 項 を 決 定 す る 過 程 に お け る 環 境 の 保 全 の 配 慮 に 係 る 検 討 の 経 緯 及 び そ の 内 容 と す る 。

第 百 五 十 一 条 第 一 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ

て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

第 百 五 十 二 条 の 四 第 二 項 第 一 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

第 百 五 十 三 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 百 六 十 七 条 第 二 項 第 二 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表

者 の 氏 名 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

第 百 六 十 八 条 第 一 号 中 「 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 並 び に 公 聴 会 に お い て 意 見 を 述 べ よ う と す る 者

の 氏 名 及 び 役 職 名 」 を 「 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び に 公 聴 会 に お い

て 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 役 職 名 ） 」 に 改 め る 。

第 百 七 十 三 条 第 二 号 中 「 住 所 」 の 下 に 「 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並

び に 公 聴 会 に お い て 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 役 職 名 ） 」 を 加 え る 。

第 百 八 十 一 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 事 業 内 容 の 修 正 の 場 合 の 第 二 区 分 事 業 に 係 る 判 定 の 届 出 ）

第 百 八 十 一 条 の 二 第 百 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 規 定 は 、 条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準

用 す る 。

（ 判 定 に よ り 手 続 か ら 離 れ る 場 合 の 公 告 ）

第 百 八 十 一 条 の 三 第 百 五 十 条 の 規 定 は 、 条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 告 に つ い て 準 用 す る 。

条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。

条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者

2  
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第 二 百 一 条 の 八 第 一 項

各 号 列 記 以 外 の 部 分

第 二 百 一 条 の 八 第 一 項

第 二 百 一 条 の 四 第 二 項

第 二 百 一 条 の 五 、 第 二

百 一 条 の 六 第 一 項 及 び

第 二 百 一 条 の 七 第 一 項

第 二 百 一 条 の 八 の 見 出

し
第 二 百 一 条 の 三 第 一 項

第 二 号

第 二 百 一 条 の 四 第 一 項

第 二 百 一 条 の 三 第 一 項

各 号 列 記 以 外 の 部 分

第 二 百 一 条 の 三 第 一 項

第 一 号

第 二 百 一 条 の

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し な い

第 一 区 分 事 業

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者

第 一 区 分 事 業 に 係 る

第 一 区 分 事 業

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所

（ 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、

代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ）

第 一 区 分 事 業

第 一 区 分 事 業 を 実 施 し よ う

と す る 者 （ 委 託 に 係 る 事 業

に あ っ て は 、 そ の 委 託 を し

よ う と す る 者 。 以 下 同 じ 。 ）

第 一 区 分 事 業 に 係 る

今 苫 4 年 6 J = J  3 0  1 3  ( * I i i  1 3 )  

の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 二 百 一 条 の 十 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 措 置 が と ら れ た 事

業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

三 条 例 第 二 百 二 十 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 二 百 一 条 の 十 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 措 置 が と ら れ た 旨

第 百 八 十 二 条 第 三 項 第 三 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人

に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 八 条 第 一 項 第 一 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め 、 同 項 第

七 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 」 を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、

代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 九 条 中 「 環 境 影 響 評 価 」 を 「 計 画 段 階 配 慮 事 項 に つ い て の 検 討 そ の 他 の 手 続 、 届 出 そ の 他 の 手 続 及 び 環 境

影 響 評 価 」 に 、 「 第 二 百 二 条 か ら 」 を 「 第 二 百 一 条 の 二 か ら 」 に 、 「 第 二 百 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 百 一 条 の 三 第 二 項 、

第 二 百 一 条 の 八 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 、 第 二 百 二 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 の 表 第 二 百 二 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部

分 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

出

都 市 計 画 第 一 区 分 事 業 を 都 市 計 画 に 定 め な い

都 市 計 画 決 定 権 者

都 市 計 画 第 一 区 分 事 業

都 市 計 画 第 一 区 分 事 業 に 係 る

都 市 計 画 第 一 区 分 事 業

都 市 計 画 決 定 権 者

都 市 計 画 決 定 権 者

都 市 計 画 第 一 区 分 事 業

都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称

第 一 区 分 事 業 が 都 市 計 画 法 第 四 条 第 七 項 に 規 定 す る 市 街

地 開 発 事 業 と し て 同 法 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 に 定 め ら れ

る 場 合 に お け る 当 該 第 一 区 分 事 業 又 は 第 一 区 分 事 業 に 係

る 施 設 が 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 都 市 施 設 と し て 同 法 の 規

定 に よ り 都 市 計 画 に 定 め ら れ る 場 合 に お け る 当 該 第 一 区

分 事 業 に 係 る 都 市 施 設 を 同 法 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 に 定

め よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 都 市 計 画 に 係 る 第 一 区 分

事 業 （ 以 下 「 都 市 計 画 第 一 区 分 事 業 」 と い う 。 ） に 係 る

都 市 計 画 決 定 権 者

都 市 計 画 決 定 権 者
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第 百 八 十 九 条 の 表 第 二 百 二 十 一 条 第 一 項 の 項 中 「 第 二 百 二 十 一 条 第 一 項 」 を 「 第 二 百 二 十 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 百

二 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 百 九 十 条 中 「 環 境 影 響 評 価 」 を 「 計 画 段 階 配 慮 事 項 に つ い て の 検 討 そ の 他 の 手 続 、 届 出 そ の 他 の 手 続 及 び 環 境 影

響 評 価 」 に 、 「 第 百 四 十 九 条 か ら 」 を 「 第 百 四 十 八 条 の 二 か ら 」 に 、 「 第 百 八 十 二 条 第 三 項 第 三 号 」 を 「 第 百 四 十 八 条

の 十 第 三 項 第 四 号 、 第 百 八 十 二 条 第 三 項 第 三 号 」 に 改 め 、 同 条 の 表 第 百 四 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 項 の 前 に 次 の よ

う に 加 え る 。

cs
, 

第 二 百 二 十 条 の 二 の 見 一 第 二 区 分 事 業

[ 出 し

[都
市計
画第二区分事業

号
第

号
第

百
百

喜
喜

悶
笠

!
 ，
 第 百 八 十 九 条 の 表 第 二 百 二 条 第 一 項 第 一 号 の 項 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 」

を 「 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め 、 同 表 第 二 百 二 条 第

一 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で の 項 中 「 か ら 第 四 号 ま で 」 を 「 及 び 第 三 号 」 に 改 め 、 同 表 第 二 百 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 百 八 十 九 条 の 表 第 二 百 十 二 条 、 第 二 百 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 百 十 四 条 第 一 項 、 第 二 百 十 五 条 、 第 二 百 十

七 条 第 一 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 百 十 八 条 第 一 項 の 項 中 「 第 二 百 十 五 条 」 を 「 第 二 百 十 五 条 、 第 二 百 十 六 条 第 二 項 」

に 改 め 、 同 表 第 二 百 二 十 条 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

丁 ― 百 一 条 の 十 第 八 項 一 第 二 区 分 事 業 口都 市 計 画 第 二 区 分 事 業
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別記様式第八十三号の次に次の八様式を加える。
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別 表 第 七 の 十 四 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 百 九 十 条 の 表 第 百 六 十 六 条 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 百 九 十 二 条 第 二 項 第 一 号 中 「 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 」 を 「 及 び 住 所

に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 の 五 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

+ [ [ ／□ 汀 〗 頁 区 域 の 位 置

[ 該 当 す る 対 象 事 業

別表第六の十四の項の次に次のように加える。
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第 百 九 十 条 の 表 第 百 五 十 条 及 び 第 百 五 十 一 条 の 項 中 「 第 百 五 十 条 及 び 第 百 五 十 一 条 」 を 「 第 百 五 十 条 第 一 項 」 に 改

め 、 同 表 第 百 五 十 一 条 第 一 号 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。
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令和 4年 6月 30日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外 9

別記様式第83号の 2 (第148条の 3関係）

計画段階環境配慮書等送付書

年月日

石川県知事

市町長
様

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

r

j

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第201条の 4第 1項の規定により、計画段階環境配慮書及び要約書を送

付します。

第一区分事業の名称
※ 整 理 番 号

第一区分事業の種類

第一区分事業の規模

事業実施想定区域

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第一区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。

4 計画段階環境配慮書及び要約書を添付すること。



10 令和 4年 6月 30日（木曜日） 石 J II 県 公 報 万ロ 外

別記様式第83号の 3 (第148条の 4、第148条の10関係）

公 告 事 項 報

石川県知事
様

市町長

告 書

住所

氏名

年 月

［法人にあっては、その名

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］ 

日

計画段階環境配慮書を作成した旨

［第一区分事業を実施しないこととした旨 の公告をしましたので、ふるさと

第一区分事業又は第二区分事業のいずれにも該当しないこととなった旨

第一区分事業の実施を他の者に引き継いだ旨 l 
石川の環境を守り育てる条例施行規則第 条 第 項の規定により報告します。

第一区分事業の名称
※整理番号

第一区分事業の種類

公 告年月 日

公告の方法

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第一区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。

4 公告の写しを添付すること。



令和 4年 6月 30日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外 11

別記様式第83号の 4 (第148条の10関係）

第 一 区分事業廃止通知書

年月日

石川県知事

市町長
様

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

r

j

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第201条の 8第 1項の規定により、次のとおり通知します。

第一区分事業の名称
※整理番号

第一区分事業の種類

廃止年月 日

廃 止の理由

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第一区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。



12 令和 4年 6月 30日（木曜日） 石 J II 県 公 報 万ロ 外

別記様式第83号の 5 (第148条の10関係）

K牙斤 ー 区分事業修正通知書

年 月 日

石川県知事
様

市町長

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

r

j

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第201条の 8第 1項の規定により、次のとおり通知します。

第一区分事業の名称
※整理番号

第一区分事業の種類

修 正年月 日

修正の理由

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第一区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。



令和 4年 6月 30日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外 13

別記様式第83号の 6 (第148条の10関係）

第 一 区分事業引継通知書

年月日

石川県知事

市町長
様

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

r

j

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第201条の 8第 1項の規定により、次のとおり通知します。

第一区分事業の名称
※整理番号

第一区分事業の種類

引継年月 日

引継の理由

住所

事業を引き継いだ 氏名

者の 住所等 （法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

連絡先

担当者

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第一区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。



14 令和 4年 6月 30日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

別記様式第83号の 7 (第148条の11関係）

第二区分事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために

配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨の通知書

年月日

石川県知事

市町長
様

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

9

¥

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第201条の 9第 1項の規定により、第二区分事業の実施が想定される区

域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととしたの

で、同条第 2項の規定により、次のとおり通知します。

第二区分事業の名称
※整理番号

第二区分事業の種類

第二区分事業の規模

第一区分事業の実施

が想定される区域

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第二区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。



令和 4年 6月 30日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外 15

別記様式第83号の 8 (第148条の12、第181条の 2関係）

第二区分事業に係る届出書

年月日

石川県知事

市町長
様

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所

て

の

の

っ

者

所

あ

表

務

に

代

事

人

、

る

法

称

た

r

j

 

所

名

住

氏

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第 条 第 項の規定により、第二区分事業の概要等について届

け出ます。

第二区分事業の名称
※ 整 理 番 号

第二区分事業の種類

第二区分事業の規模

第一区分事業が

実施されるべき区域

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第二区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第 3に掲げる事業の種類を記

載すること。

4 第二区分事業の概要を添付すること。
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別記様式第83号の 9 (第148条の12関係）

第二区分事業に係る判定を受けることなく

環境影響評価手続を行うこととした旨の通知書

年 月 日

石川県知事
様

市町長

ヽ

ノ名

主
の

び

そ

及

地

、

名

在

は

氏

所
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の

の

っ
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所

あ

表

務

に

代

事
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、

る
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た
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所

名

住

氏

第二区分事業に係る判定を受けることなく環境影響評価その他の手続を行うこととしたので、ふるさと石川の

環境を守り育てる条例第201条の10第6項の規定により、次のとおり通知します。

第二区分事業の名称
※整理番号

第二区分事業の種類

第二区分事業の規模

第一区分事業の実施

が想定される区域

所在地 電話番号

連絡先

所 属 担当者名

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 ※欄は、記載しないこと。

3 「第二区分事業の種類」欄は、ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第3に掲げる事業の種類を記

載すること。

忌品括拭踪く十国1I伯廿

「事業者

住所

氏名

［法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 >
如

「住所

氏名

忌品括拭抵く十f-8II侭廿「第182条」如「第181条の 3、第182条」旦'

［法人にあっては、その名

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］」

「事業者

住所

氏名

旦洛袋心゜

：
 

称名
、
名

は

氏
て

の
っ

者

あ

表
に

代

人

び
法

及

r

¥

 

如

「住所

氏名

［法人にあっては、その名 旦'

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］」
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「
環境影響評価書を作成した旨 」如

環境影響評価書を作成した旨

ふるさと石川の環境を守り育てる条例第220条の 2第 2項において準用する同条例第201条の10第 3項第 2号 I 旦

の措置が取られた旨

洛袋心゜

忌品括拭踪く十f-Rrr)r:> C 1 I 合心忌品括餐踪く十..µtr)!:>冊や忍己忌品話拭転兵十tr)!:> 全心忌品括拭踪兵+11]rr)r:> 廿もや c~器祖オ廿―

「事業者 「 住 所

住所 氏名

氏名 如

［法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 >
「事業者

住所

忌品送誓踪兵十国tr)!:>廿 氏名

所住
r_．

 

［法人にあっては、その名

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］」
「住所

氏名

［法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 >
如

旦活袋心゜

［法人にあっては、その名 旦'

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］」

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
如

連絡先

担当者

「住所

氏名

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

連絡先

担当者

「事業者

住所

忌品括拭声+f-8n侭廿 氏名

［法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 >
如

旦活袋心゜

「住所

氏名

［法人にあっては、その名 旦'

称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地 ］」

住 所

氏 名
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

如

住 所
（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

リ―

氏 名
（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

洛袋心゜
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 別 表 第 五 の 五 の 項 の リ 及 び ヌ に 該 当 す る 事 業 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 ふ る

さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） に よ る 改 正 後 の ふ る さ

と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） 第 三 編 第 三 章 第 二 節 第 三 款 の 規 定 は 、 適 用 し な

一 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 四 条 第 三 項 第 二 号 （ 同 条 第 四 項 及 び 同

法 第 二 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 措 置 が と ら れ た 事 業

二 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 環 境 影 響 評 価 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 三 年 政 令 第 二 百 八 十 三 号 ） 附 則 第

三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 法 定 環 境 影 響 評 価 等 が 行 わ れ る 必 要 が な い 旨 の 通 知 が 行 わ れ た 事 業

改 正 前 の ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要

の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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